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新専門医制度に於ける更新基準（皮膚科領域） 新旧対照表 

 

新 旧 備  考 

更新は以下のごとく、①勤務実態の証

明、②診療実績の証明、③講習受講をも

って行う。特段の理由のある場合（国内

外の研究留学、病気療養、妊娠・出産・

育児、介護、管理職就任など）の措置に

ついては、別途定める（別添資料①参照） 

 

勤務実態について、2.5 年間の実態を記

載すること。非常勤の場合には原則とし

て週 12 時間以上の勤務とし、次の条件

を満たしていること。 

条件：同時に働く勤務先は 2施設以内が

望ましい。皮膚科の診療に従事している

ことが必要で、それらを証明できるも

の、たとえばホームページ等に公開され

ている診療分担表などを添付すること。

さらに皮膚科専門医にふさわしい皮膚

科診療に従事していることについての

日本皮膚科学会代議員または皮膚科研

修基幹施設の研修プログラム統括責任

者の証明を要する。年度途中で勤務形態

が変更になった場合、常勤は 31 時間/週

として月ごとの勤務実態を集計し、平均

の週あたりの勤務時間数を計算する。そ

の他の特殊な勤務形態（学長、病院長、

研究職、産業医や公的機関での医系技官

業務など）で皮膚科専門医として常勤と

して勤務している場合、別途専門医委員

会にて審議し、更新にふさわしい勤務実

態であるかどうか判定する。専門医委員

会にて認められた場合、初回更新時であ

っても②診療実績の証明を免除し、その

単位を ii）共通講習、iii)領域別講習、

iv)学術業績・診療以外の活動実績で補

うことができる。 
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新 旧 備  考 

表 1 週間当たりの診療関与時間 

--------------------------------------------------- 
（前略） 
➣2.5 年間の勤務実態 

--------------------------------------------------- 
 
②診療実績の証明（初回更新時必須） 

以下の方法で証明すること。 

 

●症例報告の提示 

 5 年間に診療した症例について診療

日、病名、検査、治療法、転帰、問題点、

診療施設名、責任者氏名（印）などを記

載した症例報告を 10 症例分提出する。

入院、外来は問わないが、疾患名は偏ら

ないよう配慮すること。皮膚科専門医研

修カリキュラムに記載された 35 領域の

うち複数の領域にわたる必要がある。 

 

③更新単位 50 単位（必須） 

専門医資格更新に必要な単位の算定は

以下に示す i)～iv）の 4項目の合計で行

い、これを資格更新のための基準とす

る。4 項目について 5 年間で取得すべき

単位数を示す。合計 50 単位の取得を求

める。 

 

項目 取得単位 

i)診療実績の証明 

（上記②に該当） 

最大 10 単位（初回更

新に限り症例報告 5

単位必須。2 回目以

降は任意） 

ii)専門医共通講習 最小 3 単位、最大 10

単位（このうち 

3 講習は必修講習） 

iii)皮膚科領域講習 最小 20 単位 

iv)学術業績・診療以

外の活動実績 

最大 10 単位（ 1) 学

術集会における筆頭

発表者、4)論文の筆

頭著者の取得単位は

表 1 週間当たりの診療関与時間 

--------------------------------------------------- 
（前略） 
➣2.5 年間の勤務実態 

--------------------------------------------------- 
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新 旧 備  考 

この上限を超えるこ

とが可能） 

 

i) 診療実績の証明（最大 10 単位） 

 

 1.症例 10 例毎に 5 単位を認める。症

例報告は上記「②診療実績の証明,A.症

例報告の呈示」を用いることができ、追

加症例も同じ記載方法とする。 

 2.統括プログラム責任者、指導医が専

門医研修プログラムにのっとり専攻医

を指導し、専攻医の年間評価を行った場

合、1年間に 1単位を付与する。ただし、

1年間に何人指導しても 1単位とする。 

 

上記 1−2 を合計したものを「i) 診療実

績の証明」に必要な単位とする。 

なお、皮膚科領域専門医委員会で不適切

と判断した場合や疑義がある場合には、

面接やサイトビジット等を経て合否判

定を行う。 

 

ii) 専門医共通講習（最小 3単位、最大

10 単位：ただし、必修講習 A3 項目をそ

れぞれ 1単位以上含み、資格取得の状況

により資格取得の状況により必修講習 B

の 5単位も含むこと） 

 すべての基本領域専門医が共通して

受講する項目。専門研修施設群のいずれ

かの施設が開催するもの、または皮膚科

領域専門医委員会で審議し、機構によっ

て認められた講習会とする（たとえば、

学術集会や地方会における講習会、地域

の医師会が主催する講習会などだが、他

の領域が主催する講習を受講しても、専

門医共通講習については単位を算定で

きるものとする）。1回の講習は 1時間以

上とし、1 時間の講習受講をもって 1 単

位と算定する。e-learning についても、

受講を証明できるならば単位として認
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新 旧 備  考 

めることができる。なお、営利団体が主

催または共催するセミナー等は原則と

してこれに含めない。（ただし、皮膚科

領域専門医委員会で審議し、機構によっ

て認められたものについてはこの限り

ではない）。 

 皮膚科学会総会では 1～3 の必修講習

会を毎年開催する。 

 皮膚科学会総会で開催した講習会を

録画し皮膚科領域専門医委員会で審議

し、機構によって認められたものは

e-learning 教材として使用できる。受講

証明（上映会参加等、別途考慮）したも

のに対して単位認定することができる。 

 各支部学術大会では 1〜3 の必修講習

会のうち、いずれか 1つを毎年順番に開

催あるいは上映する。なお、皮膚科領域

専門医委員会で審議し、機構によって認

められたものは単位として認定する。 

 地域の医師会が主催する講習会や生

涯教育講座等のうち皮膚科領域専門医

委員会で審議し、機構によって認められ

たものも受講証明の提出により単位と

して認める。 

 そのほか皮膚科専門医委員会で審議

し、機構に認められた講習会の受講は単

位として認定する。 

 

講習会講師については1時間につき2単

位付与することができる。 

以下に専門医共通講習の対象となる講

習会を示す。 

1．医療安全講習会（必修項目：5年間に

1単位以上） 

2．感染対策講習会（必修項目：5年間に

1単位以上） 

3．医療倫理講習会（必修項目：5年間に

1単位以上） 

4．医療制度と法律 

5．地域医療 

6．医療福祉制度 
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涯教育講座等のうち皮膚科領域専門医
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して認める。 
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新 旧 備  考 

7．医療経済（保険医療等） 

8．両立支援 

9．臨床研究・臨床試験  

10.災害医療倫理 

〇必修講習 Bについて 

2023 年度以降、試験に合格し新たに機構

専門医を取得し、その後更新手続きを行

う際は上記必修講習 A の他、必修講習 B

（医療制度と法律、地域医療、医療福祉

制度、医療経済（保険医療等）、両立支

援（治療と仕事））を各 1 単位（計 5 単

位）取得する必要があります。ただし、

多様な地域における診療実績が認定さ

れた場合、必修講習 Bの取得は免除する

ことができます。 （多様な地域につい

ては、日本専門医機構と協議中です。詳

細が確定次第、公開します。） 

iii)皮膚科領域講習(最小 20 単位) 

 原則、1 回の講習は 1 時間以上とし、

一人または二人の演者による1時間以上

の講習受講をもって 1単位と算定する。

講習会講師については1時間につき2単

位付与することができる。 

 

1.皮膚科専門医委員会が指定する講演

の聴講： 

 1 時間につき 1 単位を認定する。日本

皮膚科学会会員カードで出席を確認す

る。会員カードで出席を確認できない学

術集会は受講証明書を発行する。単位認

定する講演は下記のいずれかとする。 

 (1)皮膚科専門医委員会が指定する学

術集会（別表参照）における教育講演、

講習会、特別講演、シンポジウム、ワー

クショップ。 

 (2)皮膚科専門医委員会が指定する学

術集会（別表参照）におけるその他の形

式の講演は個別に審議し、領域別講習に

ふさわしい内容と判断したものは単位

認定する。 

 (3)皮膚科専門医委員会が指定する学

7．医療事故検討会 

8．医療法制講習会 

9．医療経済（保険医療など）に関する

講習会など 
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術集会（別表参照）における共催セミナ

ーは皮膚科専門医委員会が個別に審議

し、領域別講習にふさわしい内容と判断

したものは単位認定する。 

 (4)上記(1)(2)の講習会を録画し、

e-learning 教材として使用できる。受講

証明（上映会参加等、別途考慮）したも

のに対して単位認定することができる。 

 (5)日本皮膚科学会の総会、支部学術

大会、地方会で開催する一般演題。なお、

一般演題の聴講は半日（2 時間以上）に

つき 1単位として認める。 

 (6)皮膚科専門医委員会が指定する学

術集会（別表参照）における実習型の講

習会は半日（1 時間以上）につき 1 単位

として認める。 

2.日本皮膚科学会主催の教育講習会： 

 日本皮膚科学会会員カードで出席を

確認する。1時間につき 1単位。 

 

iv)学術業績・診療以外の活動実績(最大

10 単位：取得方法によっては最大 20 単

位まで可能)  

 

No 項目名 概要 取得単位 

1 

専門医委

員会が指

定する学

術集会に

おける一

般演題の

学会発表 

証明書類と

して抄録、

プログラム

のコピーを

提出するこ

と。 

筆頭発表

者：1 単

位 

共同発表

者：1 単

位 

(2nd 

author

に限る) 

2 

共 通 講

習、皮膚

科領域講

証明書類と

して抄録、

プログラム

司会や座

長：1 単

位 

術集会（別表参照）における共催セミナ

ーは皮膚科専門医委員会が個別に審議

し、領域別講習にふさわしい内容と判断

したものは単位認定する。 

 (4)上記(1)(2)の講習会を録画し、

e-learning 教材として使用できる。受講

証明（上映会参加等、別途考慮）したも

のに対して単位認定することができる。 

 (5)日本皮膚科学会の総会、支部学術

大会、地方会で開催する一般演題。なお、

一般演題の聴講は半日（2 時間以上）に

つき 1単位として認める。 

(6)皮膚科専門医委員会が指定する学術

集会（別表参照）における実習型の講習

会は半日（1 時間以上）につき 1 単位と

して認める。 

2.日本皮膚科学会主催の教育講習会： 

 日本皮膚科学会会員カードで出席を

確認する。1時間につき 1単位。 

 

iv)学術業績・診療以外の活動実績(最大

10 単位：取得方法によっては最大 20 単

位まで可能)  

 

No 項目名 概要 取得単位 

1 

専門医委

員会が指

定する学

術集会に

おける一

般演題の

学会発表 

証明書類と

して抄録、

プログラム

のコピーを

提出するこ

と。 

筆頭発表

者：1 単

位 

共同発表

者：1 単

位 

(2nd 

author

に限る) 

2 

共 通 講

習、皮膚

科領域講

証明書類と

して抄録、

プログラム

司会や座

長：1 単

位 
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習におけ

る司会や

座長 

のコピーを

提出するこ

と。 
※聴講単

位とは別

に付与 

3 

専門医委

員会が指

定した学

術雑誌に

ピアレビ

ューを受

け掲載さ

れた内外

論文発表 

証明書類と

して掲載さ

れた論文の

コピーを提

出 す る こ

と。 

筆 頭 著

者：2 単

位 

全 共 著

者：1 単

位 

（中略） 

 

皮膚科領域において相応の経験を有

する専門医の知識・経験を後進の指導に

いかす目的で専門医（学会専門医を含め

る）が 3回更新されており、かつ 65 歳

以上の場合、4回目の更新から通常の更

新申請と併せて別紙「診療従事証明書」

による申請を行い承認されれば、①勤務

実態の自己申告を不要とし、ⅰ）～ⅳ）

の項目ごとの制限を排除した合計 40 単

位を取得することで更新をすることが

できる。なお、以下の 2つを満たすこと

が望ましい。 

1.5 年間（認定期間内）に、1回以上

の日本皮膚科学会総会への参加。 

2.共通講習 3単位の取得。 

 

なお、「診療従事証明書」による手続

きが否認となり単位が不足している場

合には、後述（別添資料①）に示す延期

申請手続きを行うことができる。 

習におけ

る司会や

座長 

のコピーを

提出するこ

と。 
※聴講単

位とは別

に付与 

3 

専門医委

員会が指

定した学

術雑誌に

ピアレビ

ューを受

け掲載さ

れた内外

論文発表 

証明書類と

して掲載さ

れた論文の

コピーを提

出 す る こ

と。 

筆 頭 著

者：2 単

位 

全 共 著

者：1 単

位 

（中略） 

 

皮膚科領域において相応の経験を有

する専門医の知識・経験を後進の指導に

いかす目的で専門医（学会専門医を含め

る）が 3回更新されており、かつ 65 歳

以上の場合、4回目の更新から通常の更

新申請と併せて別紙「診療従事証明書」

による申請を行い承認されれば、①勤務

実態の自己申告を不要とし、ⅰ）～ⅳ）

の項目ごとの制限を排除した合計 40 単

位を取得することで更新をすることが

できる。なお、以下の 2つを満たすこと

が望ましい。 

1.5 年間（認定期間内）に、1回以上

の日本皮膚科学会総会への参加。 

2.共通講習 3単位の取得。 

 

なお、「診療従事証明書」による手続

きが否認となり単位が不足している場

合には、後述（別添資料①）に示す延期

申請手続きを行うことができる。 

 

 

  


